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一　

は
じ
め
に

　

昨
年
も
、
企
業
開
示
行
政
に
大
き
な
進
展
の
あ
る
年

で
あ
っ
た
。

　

ま
ず
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
に
つ
い
て

は
、
改
革
を
さ
ら
に
実
質
的
な
も
の
へ
と
深
化
さ
せ
て

い
く
た
め
、
二
〇
一
七
年
五
月
の
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ

プ
・
コ
ー
ド
改
訂
に
続
い
て
、
昨
年
六
月
、
コ
ー
ポ

レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
の
改
訂
と
「
投
資
家
と

企
業
の
対
話
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
の
策
定
を
行
っ
た
と
こ

ろ
で
あ
り
、
本
年
六
月
の
株
主
総
会
シ
ー
ズ
ン
に
向

け
、
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
た
投
資
家
と
企
業
の
取
組
み
の

状
況
に
関
す
る
検
証
結
果
の
公
表
を
行
う
た
め
の
検
討

を
進
め
て
い
る
。

　

企
業
情
報
の
開
示
に
つ
い
て
は
、
投
資
家
の
投
資
判

断
に
必
要
な
情
報
の
十
分
・
適
時
な
提
供
を
確
保
し
、

投
資
家
と
企
業
の
建
設
的
な
対
話
に
資
す
る
情
報
開
示

を
さ
ら
に
促
進
し
て
い
く
た
め
、
金
融
審
議
会
デ
ィ
ス

ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
に
お
い
て
、

企
業
情
報
の
開
示
お
よ
び
提
供
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、

幅
広
い
検
討
が
行
わ
れ
、
昨
年
六
月
に
報
告
書
が
取
り

ま
と
め
ら
れ
た
。

　

会
計
監
査
に
つ
い
て
は
、
企
業
会
計
審
議
会
に
お
い

て
監
査
報
告
書
の
透
明
化
に
つ
い
て
の
検
討
を
行
い
、

昨
年
七
月
、
監
査
報
告
書
に
、
財
務
諸
表
の
適
正
性
に

つ
い
て
の
意
見
表
明
に
加
え
、「
監
査
上
の
主
要
な
検

討
事
項
」
の
記
載
を
求
め
る
こ
と
等
を
内
容
と
す
る
監

査
基
準
の
改
訂
を
行
い
、
こ
れ
を
踏
ま
え
た
内
閣
府
令

の
改
正
も
行
っ
た
。

　

会
計
基
準
に
つ
い
て
は
、
そ
の
一
層
の
品
質
向
上
に

向
け
て
、
国
際
会
計
基
準
（
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
）
の
任
意
適
用

企
業
の
拡
大
促
進
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
に
関
す
る
国
際
的
な
意

見
発
信
の
強
化
、
日
本
基
準
の
高
品
質
化
お
よ
び
国
際

会
計
人
材
の
育
成
に
向
け
た
取
組
み
を
引
き
続
き
進
め

て
い
る
。

　

本
稿
で
は
、
こ
う
し
た
昨
年
一
年
間
の
企
業
開
示
行

政
を
め
ぐ
る
動
き
を
振
り
返
る
と
と
も
に
、
本
年
の
課

題
を
ご
紹
介
し
た
い
。

二　

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革

１　

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
の
取
組
み

　

政
府
の
成
長
戦
略
の
一
環
と
し
て
、
二
〇
一
四
年
二

月
に
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
が
、
二
〇
一
五

年
六
月
に
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
が
策

定
さ
れ
、
両
コ
ー
ド
を
「
車
の
両
輪
」
と
し
て
、
中
長

期
的
な
企
業
価
値
の
向
上
と
国
民
の
安
定
的
な
資
産
形

成
の
実
現
に
向
け
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革

に
取
り
組
ん
で
き
た
。

　

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
の
深
化
に
向
け
た

取
組
み
に
つ
い
て
は
、
二
〇
一
五
年
に
金
融
庁
・
東
京

証
券
取
引
所
に
設
置
さ
れ
た
「
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
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プ
・
コ
ー
ド
及
び
コ
ー
ポ
レ
ー

ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
の

フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
会
議
」（
座

長
・
池
尾
和
人
立
正
大
学
経
済

学
部
教
授
。
以
下
「
フ
ォ
ロ
ー

ア
ッ
プ
会
議
」
と
い
う
）
に
お

い
て
議
論
が
行
わ
れ
て
き
て
お

り
、
二
〇
一
七
年
五
月
に
は
ス

チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド

に
つ
い
て
、
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ

会
議
の
意
見
書
を
踏
ま
え
、
機

関
投
資
家
と
企
業
と
の
間
の

「
建
設
的
な
対
話
」
を
促
す
観

点
な
ど
か
ら
、
運
用
機
関
に
お

け
る
利
益
相
反
管
理
の
強
化
、

個
別
の
議
決
権
行
使
結
果
の
公

表
や
年
金
基
金
等
の
ア
セ
ッ
ト

オ
ー
ナ
ー
の
役
割
の
明
確
化
な

ど
を
内
容
と
す
る
改
訂
が
行
わ

れ
た
。

　

こ
れ
ら
各
般
の
施
策
に
よ

り
、
企
業
に
お
け
る
独
立
社
外

取
締
役
の
選
任
や
機
関
投
資
家

に
お
け
る
個
別
の
議
決
権
行
使

結
果
の
公
表
等
の
対
応
が
進
む

な
ど
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ

ン
ス
改
革
に
は
一
定
の
進
捗
が

み
ら
れ
て
い
る
。
一
方
、
現
状

を
み
る
と
、
多
く
の
企
業
に
お
い
て
、
な
お
経
営
陣
に

よ
る
果
断
な
経
営
判
断
が
行
わ
れ
て
い
な
い
の
で
は
な

い
か
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
課
題
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
ほ

か
、
投
資
家
に
つ
い
て
も
、
企
業
と
の
対
話
の
内
容
が

依
然
と
し
て
形
式
的
な
も
の
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
企

業
に
「
気
づ
き
」
を
も
た
ら
す
例
は
限
ら
れ
て
い
る
と

の
指
摘
が
あ
る
。
こ
れ
を
踏
ま
え
、
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ

会
議
に
お
い
て
二
〇
一
七
年
一
〇
月
以
降
、
コ
ー
ポ

レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
の
進
捗
状
況
の
検
証
が
行
わ

れ
た
。
こ
れ
を
受
け
、
昨
年
三
月
に
取
り
ま
と
め
ら
れ

た
「
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
の
改
訂
と

投
資
家
と
企
業
の
対
話
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
策
定
に
つ
い

て
」
と
題
す
る
提
言
を
受
け
、
同
年
六
月
、
以
下
の
内

容
に
つ
い
て
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド

の
改
訂
と
、
両
コ
ー
ド
の
附
属
文
書
と
し
て
「
投
資
家

と
企
業
の
対
話
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
の
策
定
が
行
わ
れ
た

（
図
表
１
）。

　

・ 　

企
業
が
自
社
の
資
本
コ
ス
ト
を
的
確
に
把
握

し
、
事
業
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
の
見
直
し
等
の
果
断

な
経
営
判
断
を
行
う
こ
と

　

・ 　

企
業
が
設
備
投
資
・
研
究
開
発
投
資
・
人
材
投

資
等
へ
の
経
営
資
源
の
配
分
を
戦
略
的
・
計
画
的

に
行
い
、
手
元
資
金
の
活
用
を
含
め
た
適
切
な
財

務
管
理
の
方
針
を
策
定
・
運
用
す
る
こ
と

　

・ 　

Ｃ
Ｅ
Ｏ
の
選
解
任
に
つ
い
て
、
独
立
し
た
指
名

委
員
会
の
活
用
等
を
含
め
、
客
観
性
・
適
時
性
・

透
明
性
あ
る
手
続
を
確
立
す
る
こ
と

　

・ 　

取
締
役
会
の
構
成
に
関
し
、
取
締
役
会
が
全
体

〔図表１〕�　コーポレートガバナンス・コードの改訂と「投資家と企業の対話ガイドライン」の策
定（2018年６月）

・事業ポートフォリオの見直しなどの果断な経営判断とそれに基づく
　方針の明確化
・自社の資本コストの的確な把握

果断な経営判断

・戦略的・計画的な設備投資・研究開発投資・人材投資等の実施
・手元資金の活用を含めた適切な財務管理の方針の策定・運用

戦略的・計画的な設備投資・
研究開発投資・人材投資

・客観性・適時性・透明性あるＣＥＯの選解任プロセスの確立
　（独立した指名・報酬委員会の活用等）

客観性・適時性・透明性ある
ＣＥＯの選解任

・取締役会がその役割を適切に果たすための十分な知識・経験・能力
　とジェンダー・国際性などの多様性の確保取締役会の多様性の確保

・政策保有株式の保有目的や保有に伴う便益・リスクの検証と政策保
　有に関する方針の明確化政策保有株式の縮減

・自社の企業年金に運用に関する資質を備えた人材を計画的に登用・
　配置するなどの母体企業としての取組み企業年金の専門性向上

コーポレートガバナンス改革をめぐる課題 コーポレートガバナンス・コード改訂と
「投資家と企業の対話ガイドライン」策定のポイント※

※　これらの主なポイントについてコーポレートガバナンス・コードを改訂。
　　また，これらに関する機関投資家と企業との間の対話の実効性を高めるため「投資家と企業の対話ガイドライン」を策定。
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と
し
て
そ
の
役
割
・
責
務
を
実
効
的
に
果
た
す
た

め
の
知
識
・
経
験
・
能
力
を
十
分
備
え
る
と
と
も

に
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
や
国
際
性
等
の
多
様
性
を
確
保

す
る
こ
と

　

・ 　

政
策
保
有
株
式
に
つ
い
て
、
企
業
が
政
策
保
有

に
関
す
る
方
針
を
明
確
化
し
、
保
有
目
的
や
保
有

に
伴
う
便
益
・
リ
ス
ク
の
検
証
を
行
う
と
と

も
に
、
自
社
の
株
式
を
政
策
保
有
株
式
と
し

て
保
有
し
て
い
る
会
社
か
ら
当
該
株
式
の
売

却
等
の
意
向
が
示
さ
れ
た
場
合
に
は
、
売
却

等
を
妨
げ
な
い
こ
と

　

・ 　

企
業
年
金
の
ア
セ
ッ
ト
オ
ー
ナ
ー
と
し
て

の
機
能
発
揮
の
観
点
か
ら
、
母
体
企
業
が
企

業
年
金
に
対
し
て
、
運
用
に
関
す
る
資
質
を

備
え
た
人
材
を
計
画
的
に
登
用
・
配
置
す
る

等
の
取
組
み
を
行
う
こ
と

　

・ 　

企
業
が
い
わ
ゆ
る
「
Ｅ
Ｓ
Ｇ
要
素
」
も
含

め
、
非
財
務
情
報
に
つ
い
て
、
法
令
に
基
づ

く
開
示
を
適
切
に
行
う
と
と
も
に
、
法
令
に

基
づ
く
開
示
以
外
の
情
報
提
供
に
も
主
体
的

に
取
り
組
む
べ
き
で
あ
る
こ
と

　

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
の
改
訂

を
受
け
、
企
業
に
お
い
て
は
す
で
に
昨
年
の
株
主

総
会
に
お
い
て
新
た
な
女
性
取
締
役
の
選
任
や
、

政
策
保
有
株
式
の
縮
減
に
関
す
る
方
針
等
の
明
確

化
な
ど
、
改
訂
版
コ
ー
ド
の
内
容
を
踏
ま
え
た
動

き
が
み
ら
れ
始
め
て
い
る
。
な
お
、
本
改
訂
に
対

す
る
上
場
会
社
全
体
の
対
応
状
況
に
つ
い
て
は
、

２　

両
コ
ー
ド
に
基
づ
く
対
応
状
況
と
課
題

　

企
業
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
独
立
社
外
取
締
役
を

二
名
以
上
選
任
す
る
企
業
は
さ
ら
に
増
加
し
、
東
京
証

券
取
引
所
市
場
第
一
部
に
お
い
て
九
割
を
超
え
た
ほ

か
、
任
意
の
委
員
会
を
含
む
指
名
・
報
酬
委
員
会
を
設

置
す
る
企
業
も
増
加
し
つ
つ
あ
る
。
取
締
役
会
の
機
能

発
揮
の
観
点
か
ら
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
や
国
際
性
等
の
多
様

性
を
含
め
、
取
締
役
会
全
体
と
し
て
適
切
な
知
識
・
経

験
・
能
力
を
備
え
る
こ
と
を
十
分
に
確
保
し
て
い
く
こ

と
が
重
要
で
あ
る
。
ま
た
、
政
策
保
有
株
式
に
つ
い
て

は
、
金
融
機
関
に
よ
る
保
有
が
減
少
し
つ
つ
あ
る
も
の

の
、
事
業
法
人
に
よ
る
保
有
の
減
少
は
緩
や
か
な
も
の

に
と
ど
ま
っ
て
い
る
（
図
表
２
）。
今
後
は
、
昨
年
の

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
の
改
訂
を
踏
ま

え
、
政
策
保
有
株
式
の
保
有
に
関
す
る
十
分
な
検
証
や

そ
れ
を
前
提
と
し
た
投
資
家
と
企
業
と
の
深
度
あ
る
対

話
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
課
題
と
な
っ
て
い
る
。

　

機
関
投
資
家
に
つ
い
て
は
、
昨
年
一
一
月
時
点
で
二

三
七
機
関
が
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
の
受
入

れ
を
表
明
し
て
お
り
、
二
〇
一
七
年
の
同
コ
ー
ド
改
訂

後
、
た
と
え
ば
、
利
益
相
反
の
回
避
等
の
た
め
、
議
決

権
行
使
を
監
督
す
る
た
め
の
第
三
者
委
員
会
の
設
置
等

の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
や
、
個
別
の
議
決
権
行
使
結
果

の
公
表
を
行
う
運
用
機
関
が
増
加
し
て
い
る
（
昨
年
一

〇
月
末
時
点
で
一
〇
四
機
関
）。
ま
た
、
多
く
の
運
用
機

関
が
、
企
業
と
の
対
話
の
内
容
や
結
果
等
を
記
載
し
た

ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
活
動
結
果
を
公
表
し
て
い
る

昨
年
一
二
月
末
ま
で
に
東
京
証
券
取
引
所
へ
の
更
新
版

の
提
出
が
求
め
ら
れ
て
い
た
各
社
の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・

ガ
バ
ナ
ン
ス
に
関
す
る
報
告
書
を
基
に
、
今
後
フ
ォ

ロ
ー
ア
ッ
プ
会
議
に
お
い
て
検
証
が
行
わ
れ
る
見
込
み

で
あ
る
。

〔図表２〕　保有主体別にみた持合比率の内訳（時価ベースの比率）

（出所） 野村證券

※　上場会社および保険会社が保有する他の上場会社株（時価ベース）の，市場全体の時価総額に対す
　　る比率（ただし，子会社，関連会社株式を除く）。
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が
、
運
用
機
関
に
よ
っ
て
公
表
内
容
に
差
異
が
み
ら
れ

る
た
め
、
好
事
例
の
浸
透
を
通
じ
て
そ
の
内
容
の
充
実

を
図
っ
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
企
業

年
金
に
よ
る
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
受
入
れ

は
な
お
一
四
基
金
に
と
ど
ま
る
も
の
の
、
同
コ
ー
ド
の

改
訂
以
降
受
入
れ
の
動
き
が
進
ん
で
お
り
（
図
表
３
）、

上
場
会
社
に
対
し
て
、
自
社
の
企
業
年
金
が
ア
セ
ッ
ト

オ
ー
ナ
ー
と
し
て
期
待
さ
れ
る
機
能
の
実
効
的
な
発
揮

に
向
け
た
人
事
面
・
運
営
面
に
お
け
る
取
組
み
を
求
め

る
昨
年
の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
の
改

訂
等
を
受
け
て
、
こ
う
し
た
動
き
が
さ
ら
に
進
む
こ
と

が
期
待
さ
れ
る
。

３　

今
後
の
方
針

　

改
訂
後
の
両
コ
ー
ド
お
よ
び
「
投
資
家
と
企
業
の
対

話
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
を
踏
ま
え
、
企
業
と
機
関
投
資
家

に
お
け
る
以
下
の
取
組
状
況
の
検
証
を
行
う
た
め
、
昨

年
一
一
月
よ
り
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
会
議
を
再
開
し
て
い

る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
本
年
六
月
の
株
主
総
会
シ
ー
ズ
ン

ま
で
に
、
投
資
家
と
企
業
と
の
実
効
的
な
対
話
や
企
業

の
取
組
み
に
関
す
る
検
証
結
果
を
公
表
し
、
コ
ー
ポ

レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
の
さ
ら
な
る
進
展
に
つ
な
げ

る
こ
と
と
し
て
い
る
。

　

・ 　

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
関
し
て
は
、
資

本
コ
ス
ト
を
意
識
し
た
経
営
の
状
況
、
政
策
保
有

株
式
の
縮
減
に
向
け
た
取
組
状
況
、
取
締
役
会
に

お
け
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
や
国
際
性
等
の
多
様
性
確
保

の
進
展
状
況
等
に
つ
い
て
検
証
を
行
う
。

　

・ 　

運
用
機
関
に
関
し
て
は
、
投
資
先
企
業
の
持
続

的
成
長
に
資
す
る
議
決
権
行
使
を
行
う
観
点
か

ら
、
個
別
の
議
決
権
行
使
結
果
の
公
表
状
況
、
議

決
権
行
使
助
言
会
社
の
活
用
状
況
や
、
企
業
と
の

実
効
的
な
対
話
の
進
捗
等
に
つ
い
て
検
証
を
行

う
。

　

・ 　

ア
セ
ッ
ト
オ
ー
ナ
ー
に
関
し
て
は
、
企
業
年
金

の
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
活
動
の
後
押
し
を
行

い
、
そ
の
機
能
の
実
効
的
な
発
揮
を
促
す
観
点
か

ら
、
企
業
年
金
や
そ
の
母
体
企
業
の
取
組
状
況
に

つ
い
て
検
証
を
行
う
。

　

本
年
も
、
引
き
続
き
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
改

革
の
深
化
に
向
け
た
取
組
み
を
進
め
て
ま
い
り
た
い
。

三　

会
計
・
開
示
制
度

１　

開
示

　

企
業
情
報
の
開
示
は
、
投
資
家
の
投
資
判
断
に
必
要

な
情
報
の
提
供
を
通
じ
て
、
資
本
市
場
に
お
け
る
効
率

的
な
資
源
配
分
を
実
現
す
る
た
め
の
基
本
的
イ
ン
フ
ラ

で
あ
り
、
投
資
判
断
に
必
要
と
さ
れ
る
情
報
を
十
分
か

つ
正
確
に
、
ま
た
適
時
に
わ
か
り
や
す
く
提
供
す
る
こ

と
が
求
め
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
考
え
の
下
、
投
資
判
断

に
必
要
な
情
報
の
十
分
か
つ
適
時
で
わ
か
り
や
す
い
提

供
や
、
投
資
家
と
企
業
の
建
設
的
な
対
話
を
促
進
し
て

い
く
た
め
、
以
下
の
よ
う
な
取
組
み
を
実
施
し
て
い

る
。⑴　

金
融
審
議
会
デ
ィ
ス
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
ワ
ー
キ
ン

グ
・
グ
ル
ー
プ
報
告

　

二
〇
一
七
年
一
一
月
、
金
融
審
議
会
総
会
に
お
い

て
、
麻
生
金
融
担
当
大
臣
よ
り
、「
企
業
情
報
の
開
示
・

〔図表３〕　企業年金によるスチュワードシップ・コード受入れ

8
666655
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1

1 1
1 1 1

3

6

0
2
4
6
8
10
12
14
16

金融法人の企業年金 非金融法人の企業年金

11月 11月 12月11月

スチュワードシップ・コード改訂

セコム企業年金

パナソニック企業年金
エーザイ企業年金

エヌ・ティ・ティ企業年金
全国建設企業年金
三菱商事企業年金

スチュワードシップ・コード策定
（2014年2月）

（2017年5月）

2014年 2015年 2017年2016年 2018年

（機関数）

５月 ５月 ５月 ２月 11月
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提
供
の
あ
り
方
に
関
す
る
検
討
」
と

し
て
、「
投
資
家
の
投
資
判
断
に
必

要
な
情
報
を
十
分
か
つ
適
時
に
分
か

り
や
す
く
提
供
す
る
こ
と
や
、
建
設

的
な
対
話
に
資
す
る
情
報
開
示
を
促

進
し
て
い
く
た
め
、
企
業
情
報
の
開

示
及
び
提
供
の
あ
り
方
に
つ
い
て
検

討
を
行
う
こ
と
。」
と
の
諮
問
が
な

さ
れ
た
。
こ
れ
を
受
け
て
、
金
融
審

議
会
の
下
に
「
デ
ィ
ス
ク
ロ
ー

ジ
ャ
ー
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
」

（
座
長
・
神
田
秀
樹
学
習
院
大
学
大

学
院
法
務
研
究
科
教
授
）
が
設
置
さ

れ
、
同
年
一
二
月
か
ら
八
回
に
わ
た

り
総
合
的
な
検
討
が
行
わ
れ
た
。
昨

年
六
月
に
公
表
さ
れ
た
報
告
書
に
お

い
て
は
、
企
業
情
報
の
開
示
の
充
実

の
た
め
、
以
下
の
内
容
等
が
提
言
さ

れ
て
い
る
（
図
表
４
）。

①　
「
財
務
情
報
」
お
よ
び「
記
述

情
報
」
の
充
実

　

投
資
判
断
に
当
た
っ
て
は
、
過
去

の
業
績
を
表
わ
す
「
財
務
情
報
」
に

加
え
、
財
務
情
報
を
補
完
す
る
も
の

と
し
て
、
企
業
の
中
長
期
的
な
ビ

ジ
ョ
ン
・
見
通
し
や
業
績
に
関
す
る

評
価
な
ど
を
説
明
す
る「
記
述
情
報
」

の
果
た
す
役
割
が
大
き
く
、
経
営
戦

略
、
Ｍ
Ｄ
＆
Ａ
、
リ
ス
ク
情
報
を
は
じ
め
と
す
る
「
記

述
情
報
」
の
開
示
の
充
実
を
実
現
し
て
い
く
こ
と
が
重

要
。②　

建
設
的
な
対
話
の
促
進
に
向
け
た
ガ
バ
ナ
ン
ス

情
報
の
提
供

　

ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
お
よ
び
コ
ー
ポ

レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
の
改
訂
や
「
投
資
家
と

企
業
の
対
話
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
の
策
定
が
行
わ
れ
る

中
、
投
資
家
と
企
業
と
の
対
話
を
よ
り
建
設
的
で
実
効

的
な
も
の
と
し
て
い
く
観
点
か
ら
、
役
員
報
酬
の
算
定

方
法
を
は
じ
め
と
す
る
役
員
報
酬
に
関
す
る
情
報
や
、

政
策
保
有
株
式
の
保
有
状
況
と
い
っ
た
政
策
保
有
株
式

に
関
す
る
情
報
等
の
開
示
の
充
実
等
を
図
る
べ
き
。

③　

情
報
の
信
頼
性
・
適
時
性
の
確
保
に
向
け
た
取

組
み

　

会
計
監
査
に
関
す
る
情
報
は
、
株
主
に
よ
る
監
査
人

の
選
解
任
の
判
断
の
み
な
ら
ず
、
投
資
判
断
の
基
礎
と

な
る
財
務
情
報
等
の
信
頼
性
確
保
の
観
点
か
ら
も
重
要

で
あ
り
、
監
査
人
の
継
続
監
査
期
間
等
、
会
計
監
査
に

関
す
る
情
報
の
開
示
の
充
実
を
図
る
べ
き
。

④　

そ
の
他
の
課
題

　

Ｅ
Ｄ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
Ｔ
の
利
便
性
向
上
の
観
点
か
ら
、
タ
ブ

レ
ッ
ト
端
末
等
で
の
閲
覧
に
対
応
す
べ
き
。

⑵　

デ
ィ
ス
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ

報
告
を
踏
ま
え
た
取
組
み

　

金
融
庁
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
提
言
を
受
け
、
投

資
判
断
に
必
要
な
情
報
提
供
の
確
保
や
投
資
家
と
企
業

の
建
設
的
な
対
話
の
一
層
の
促
進
に
向
け
、
以
下
の
取

〔図表４〕　金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループ報告（概要）

①　「財務情報」および「記述情報」の充実
　　財務情報，および，財務情報をより適切に理解するための記述情報
　を充実
　（たとえば，経営戦略，経営者による経営成績等の分析（MD&A：
　Management Discussion and Analysis），リスク情報など）

②　建設的な対話の促進に向けたガバナンス情報の提供
　　企業と投資家との対話の観点から求められるガバナンス情報の提供
　（たとえば，役員報酬の算定方法，政策保有株式の保有状況など）

③　情報の信頼性・適時性の確保に向けた取組み
　　情報の信頼性を投資家が判断する際に有用な情報の充実と，情報の
　適時な提供
　（たとえば，監査人の継続監査期間など）

④　その他の課題
　　EDINETの利便性の向上，有価証券報告書の英文による開示の推奨
　など

報告の内容

ⅲ　開示ルールの策定
　　（内閣府令改正）

ⅰ　プリンシプルベース
　　のガイダンスの策定

ⅱ　開示のベストプラク
　　ティスの収集・公表

企業が経営目線で経営戦略・
MD&A・リスクを把握・開示
していく上でのプリンシプル
を企業や投資家を交えて議論
し，ガイダンスを策定

今後の取組み

Ø役員報酬（報酬プログラム，
　報酬実績）
Ø政策保有株式
Ø監査人の継続監査期間　等
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組
み
を
進
め
て
い
る
。

　

・ 　

役
員
報
酬
や
政
策
保
有
株

式
の
開
示
の
充
実
を
含
め
、

報
告
書
に
盛
り
込
ま
れ
た
諸

施
策
の
実
現
の
た
め
、「
企

業
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る

内
閣
府
令
」
の
改
正
案
を
昨

年
一
一
月
に
公
表
し
、
パ
ブ

リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
を
実
施
し

た
。
当
該
改
正
は
、
本
年
三

月
三
一
日
以
後
に
終
了
す
る

事
業
年
度
に
係
る
有
価
証
券

報
告
書
か
ら
、
順
次
適
用
す

る
予
定
で
あ
る
（
図
表
５
）。

　

・ 　

あ
わ
せ
て
、
ル
ー
ル
へ
の

形
式
的
な
対
応
に
と
ど
ま
ら

な
い
開
示
の
充
実
に
向
け
た

企
業
の
取
組
み
を
促
す
た

め
、
企
業
が
経
営
目
線
で
経

営
戦
略
・
Ｍ
Ｄ
＆
Ａ
・
リ
ス

ク
等
を
把
握
・
開
示
し
て
い

く
上
で
の
プ
リ
ン
シ
プ
ル

ベ
ー
ス
の
ガ
イ
ダ
ン
ス
を
策

定
す
る
と
と
も
に
、
一
部
企

業
の
ベ
ス
ト
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス

を
全
体
に
浸
透
さ
せ
る
た

め
、
開
示
内
容
や
開
示
へ
の

取
り
組
み
方
に
関
す
る
ベ
ス

ト
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
の
収
集
・
公
表
を
行
う
予
定
で

あ
る
。
昨
年
一
一
月
に
開
催
さ
れ
た
第
一
六
回

フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
会
議
で
は
、
ガ
イ
ダ
ン
ス
の
策

定
に
向
け
て
、
記
述
情
報
の
開
示
に
関
し
て
経
営

ト
ッ
プ
の
関
与
は
ど
の
よ
う
に
あ
る
べ
き
か
等
に

つ
い
て
、
ご
議
論
い
た
だ
い
た
。
ガ
イ
ダ
ン
ス
の

整
備
や
ベ
ス
ト
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
の
積
上
げ
・
浸
透

を
踏
ま
え
て
、
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
と
企
業
が
対

話
を
行
う
こ
と
な
ど
に
よ
り
、
開
示
が
改
善
さ
れ

て
い
く
好
循
環
の
確
立
が
期
待
さ
れ
る
。

⑶　

フ
ェ
ア
・
デ
ィ
ス
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
・
ル
ー
ル
の
施
行

　

二
〇
一
七
年
五
月
、
上
場
会
社
等
に
よ
る
公
平
な
情

報
開
示
を
求
め
る
フ
ェ
ア
・
デ
ィ
ス
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
・

ル
ー
ル
を
含
む
金
融
商
品
取
引
法
の
一
部
改
正
法
が
成

立
し
、
関
係
政
府
令
と
と
も
に
昨
年
四
月
に
施
行
さ
れ

た
。
施
行
に
先
立
つ
昨
年
二
月
に
公
表
し
た
フ
ェ
ア
・

デ
ィ
ス
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
・
ル
ー
ル
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で

は
、
本
ル
ー
ル
に
基
づ
く
情
報
開
示
に
つ
い
て
、
企
業

の
実
情
に
応
じ
た
情
報
管
理
の
方
法
を
明
ら
か
に
す
る

と
と
も
に
、
投
資
家
と
の
対
話
の
場
面
に
お
け
る
ル
ー

ル
の
適
用
関
係
等
に
つ
い
て
の
考
え
方
を
示
し
て
い

る
。

　

本
ル
ー
ル
の
導
入
に
は
、
上
場
会
社
等
の
情
報
開
示

ル
ー
ル
が
整
備
・
明
確
化
さ
れ
る
こ
と
で
、
上
場
会
社

等
に
よ
る
早
期
の
情
報
開
示
、
ひ
い
て
は
投
資
家
と
の

対
話
が
促
進
さ
れ
る
と
い
っ
た
積
極
的
な
意
義
が
あ
る

と
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
意
義
が
果
た
さ
れ
る
こ
と

を
通
じ
て
、
中
長
期
的
な
企
業
価
値
の
向
上
や
資
本
市

〔図表５〕�　金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループ報告に基づく開示府令改正案の概要

Ⅰ　「財務情報」および「記述情報」の充実
Ø経営方針・経営戦略等について，市場の状況，競争優位性，主要製品・サービス，顧客基盤等に関する経
　営者の認識の説明を求める
Ø事業等のリスクについて，顕在化する可能性の程度や時期，リスクの事業へ与える影響の内容，リスクへ
　の対応策の説明を求める
Ø会計上の見積りや見積りに用いた仮定について，不確実性の内容やその変動により経営成績に生じる影響
　等に関する経営者の認識の記載を求める　等
Ⅱ　建設的な対話の促進に向けたガバナンス情報の提供
Ø役員の報酬について，報酬プログラムの説明（業績連動報酬に関する情報や役職ごとの方針等），プログ
　ラムに基づく報酬実績等の記載を求める
Ø政策保有株式について，保有の合理性の検証方法等について開示を求めるとともに，個別開示の対象とな
　る銘柄数を現状の30銘柄から60銘柄に拡大する　等
Ⅲ　情報の信頼性・適時性の確保に向けた取組み
Ø監査役会等の活動状況（監査役会の開催頻度，主な検討事項，個々の監査役の出席状況等），監査法人に
　よる継続監査期間等の開示を求める　等

主な改正内容

適用時期

①2019年3月期から適用（上記「Ⅱ 建設的な対話の促進に向けたガバナンス情報の提供」に記載の項目等）
②2020年3月期から適用（①以外）
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場
の
活
性
化
が
実
現
し
て
い
く
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

企
業
に
よ
る
積
極
的
な
情
報
開
示
が
促
進
さ
れ
る
よ

う
、
引
き
続
き
、
本
ル
ー
ル
の
趣
旨
の
浸
透
を
図
っ
て

ま
い
り
た
い
。

２　

会
計
監
査

　

近
年
、
わ
が
国
に
お
い
て
、
不
正
会
計
事
案
等
を
契

機
と
し
て
会
計
監
査
の
信
頼
性
が
あ
ら
た
め
て
問
わ
れ

た
こ
と
を
受
け
、「
会
計
監
査
の
在
り
方
に
関
す
る
懇

談
会
」
に
お
い
て
検
討
が
行
わ
れ
、
二
〇
一
六
年
三
月
、

　

・　

監
査
法
人
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
強
化

　

・ 　

監
査
法
人
の
独
立
性
の
確
保
等
、「
第
三
者
の

眼
」
に
よ
る
会
計
監
査
の
品
質
の
チ
ェ
ッ
ク

　

・　

会
計
監
査
に
関
す
る
情
報
提
供
の
充
実

等
に
向
け
た
幅
広
い
取
組
み
が
提
言
さ
れ
た
。

　

同
提
言
を
踏
ま
え
、
こ
れ
ま
で
、「
監
査
法
人
の
組
織

的
な
運
営
に
関
す
る
原
則
（
監
査
法
人
の
ガ
バ
ナ
ン

ス
・
コ
ー
ド
）」
策
定
（
二
〇
一
七
年
三
月
）、「
監
査
法

人
の
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
制
度
に
関
す
る
調
査
報
告
（
第

一
次
報
告
）」
公
表
（
同
年
七
月
）
等
に
取
り
組
ん
で
き

た
。

　

ま
た
、
最
近
で
は
、
会
計
監
査
に
関
す
る
情
報
提
供

の
充
実
の
観
点
か
ら
、
以
下
の
よ
う
な
取
組
み
を
実
施

し
て
い
る
。

⑴　

監
査
報
告
書
の
透
明
化
に
つ
い
て

　

監
査
基
準
の
具
体
的
な
改
訂
内
容
に
つ
い
て
は
、
監

査
人
は
、
監
査
の
過
程
で
監
査
役
等
と
協
議
し
た
事
項

の
中
か
ら
、

　

・ 　

特
別
な
検
討
を
必
要
と
す
る
リ
ス
ク
が
識
別
さ

れ
た
事
項
、
ま
た
は
重
要
な
虚
偽
表
示
の
リ
ス
ク

が
高
い
と
評
価
さ
れ
た
事
項

　

・ 　

見
積
り
の
不
確
実
性
が
高
い
と
識
別
さ
れ
た
事

項
を
含
め
、
経
営
者
の
重
要
な
判
断
を
伴
う
事
項

に
対
す
る
監
査
人
の
判
断
の
程
度

　

・ 　

当
年
度
に
お
い
て
発
生
し
た
重
要
な
事
象
ま
た

は
取
引
が
監
査
に
与
え
る
影
響

等
に
つ
い
て
考
慮
し
、
職
業
的
専
門
家
と
し
て
特
に
重

要
で
あ
る
と
判
断
し
た
事
項
を
絞
り
込
み
、「
監
査
上

の
主
要
な
検
討
事
項
」
を
決
定
し
、
監
査
報
告
書
に
当

該
区
分
を
設
け
て
、
①
「
監
査
上
の
主
要
な
検
討
事
項
」

の
内
容
、
②
監
査
人
が
、
当
年
度
の
財
務
諸
表
の
監
査

に
お
け
る
特
に
重
要
な
事
項
で
あ
る
と
考
え
、「
監
査

上
の
主
要
な
検
討
事
項
」
で
あ
る
と
決
定
し
た
理
由
、

③
監
査
に
お
け
る
監
査
人
の
対
応
を
記
載
す
る
こ
と
と

さ
れ
て
い
る
。

　

前
記
改
訂
監
査
基
準
を
踏
ま
え
、「
財
務
諸
表
等
の

監
査
証
明
に
関
す
る
内
閣
府
令
」
を
改
正
し
、
昨
年
一

一
月
に
公
布
・
施
行
し
た
。

　
「
監
査
上
の
主
要
な
検
討
事
項
」
の
記
載
に
関
す
る

改
訂
監
査
基
準
は
、
二
〇
二
一
年
三
月
決
算
に
係
る
財

務
諸
表
の
監
査
か
ら
適
用
す
る
が
、
そ
れ
以
前
か
ら
適

用
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
と
さ
れ
て
お
り
、
特
に
東
京

証
券
取
引
所
市
場
第
一
部
上
場
企
業
に
つ
い
て
は
、
二

〇
二
〇
年
三
月
決
算
の
監
査
か
ら
早
期
適
用
が
行
わ
れ

る
よ
う
、
関
係
機
関
に
お
け
る
早
期
適
用
の
実
施
に
向

け
た
取
組
み
を
期
待
し
て
い
る
。

⑵　

会
計
監
査
に
つ
い
て
の
情
報
提
供
の
充
実
に
関
す

る
懇
談
会
に
つ
い
て

　

会
計
監
査
の
信
頼
性
確
保
の
た
め
、
会
計
監
査
に
関

す
る
情
報
提
供
の
さ
ら
な
る
充
実
を
行
う
必
要
が
あ

り
、
昨
年
一
一
月
か
ら
「
会
計
監
査
に
つ
い
て
の
情
報

提
供
の
充
実
に
関
す
る
懇
談
会
」（
座
長
・
八
田
進
二

青
山
学
院
大
学
名
誉
教
授
）
を
開
催
し
、
通
常
と
異
な

る
監
査
意
見
が
表
明
さ
れ
た
場
合
等
、
監
査
人
に
対
し

て
よ
り
詳
細
な
資
本
市
場
へ
の
情
報
提
供
が
求
め
ら
れ

る
ケ
ー
ス
に
お
け
る
対
応
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
幅
広

い
検
討
が
行
わ
れ
て
い
る
（
図
表
６
）。

〔図表６〕�　「会計監査についての情報提供の充実に関する
懇談会」の主な論点

○�　通常とは異なる監査意見が表明された場合における会
計監査に関する説明・情報提供

　・監査報告書の記載
　　「意見の根拠」区分の記載
　　�意見不表明の場合における記載，限定付適正意見の場
合における記載

　・求められる説明・情報提供
　・監査人の守秘義務との関係
　　〔参考〕株主総会における監査人の説明と守秘義務

○　他の場合における説明・情報提供
　・監査人の交代（交代理由の開示，引継ぎに伴う論点）
　・過去の監査意見の訂正
　・その他



─ 69 ─

2019. 1. 5 商事法務No.2187

３　

会
計
基
準

　

会
計
基
準
は
、
投
資
家

が
投
資
判
断
を
行
う
に
当

た
っ
て
企
業
の
経
営
成
績

や
財
政
状
態
等
を
測
定
す

る
た
め
の
、
資
本
市
場
に

お
け
る
重
要
な
イ
ン
フ
ラ

で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、

わ
が
国
上
場
企
業
等
に
お

い
て
使
用
さ
れ
る
会
計
基

準
の
品
質
向
上
に
努
め
て

い
く
必
要
が
あ
る
。
こ
の

た
め
、
金
融
庁
で
は
、
関

係
者
と
連
携
し
て
、
以
下

の
取
組
み
を
一
体
的
に
進

め
て
い
る
。

⑴　

Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
の
任
意

適
用
企
業
の
拡
大
促

進

　

Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
の
任
意
適
用

企
業
は
、
着
実
に
増
加
し

て
お
り
、
昨
年
一
一
月
末

現
在
で
二
〇
〇
社
を
超
え

た
（
図
表
７
）。

　

こ
う
し
た
動
き
を
さ
ら

に
後
押
し
す
る
べ
く
、
会

計
教
育
研
修
機
構
に
お
い

て
、
昨
年
三
月
に
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
へ
移
行
し
た
企
業
の
経
験

を
共
有
す
る
た
め
の
セ
ミ
ナ
ー
が
開
催
さ
れ
た
。
本
年

三
月
に
も
同
様
の
セ
ミ
ナ
ー
が
開
催
さ
れ
る
予
定
で
あ

る
。⑵　

Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
に
関
す
る
国
際
的
な
意
見
発
信
の
強
化

　

国
際
的
な
会
計
基
準
の
質
の
向
上
に
貢
献
す
る
と
と

も
に
、
わ
が
国
の
考
え
方
を
国
際
的
な
会
計
基
準
に
反

映
す
る
観
点
か
ら
、
企
業
会
計
基
準
委
員
会
（
Ａ
Ｓ
Ｂ

Ｊ
）
に
お
い
て
、
の
れ
ん
の
会
計
処
理
や
リ
サ
イ
ク
リ

ン
グ
に
つ
い
て
国
際
会
議
の
場
で
意
見
発
信
を
行
っ
て

い
る
。
こ
う
し
た
取
組
み
を
通
じ
て
、
昨
年
三
月
に
国

際
会
計
基
準
審
議
会
（
Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｂ
）
が
公
表
し
た
「
概

念
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
」
の
改
訂
版
に
お
い
て
は
、
そ
の

他
の
包
括
利
益
に
計
上
し
た
項
目
に
つ
い
て
、
原
則
と

し
て
、
純
損
益
に
リ
サ
イ
ク
リ
ン
グ
す
る
こ
と
が
明
記

さ
れ
た
。
た
だ
し
、
た
と
え
ば
「
リ
サ
イ
ク
ル
す
べ
き

期
間
・
金
額
が
明
確
で
な
い
場
合
」
に
つ
い
て
は
、
例

外
的
に
リ
サ
イ
ク
リ
ン
グ
し
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い

る
。
ま
た
、
の
れ
ん
の
会
計
処
理
に
つ
い
て
は
、
昨
年

七
月
の
Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｂ
に
お
い
て
、
の
れ
ん
の
会
計
処
理
の

簡
素
化
の
た
め
の
選
択
肢
の
一
つ
と
し
て
定
期
償
却
の

再
導
入
の
是
非
を
検
討
す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
て
お

り
、
引
き
続
き
、
こ
れ
ら
へ
の
対
応
等
、
意
見
発
信
の

取
組
み
を
推
進
し
て
ま
い
り
た
い
。

⑶　

日
本
基
準
の
高
品
質
化

　

わ
が
国
の
会
計
基
準
を
国
際
的
に
整
合
性
の
あ
る
、

高
品
質
な
も
の
と
し
て
い
く
た
め
、
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
に
お
い

て
、
昨
年
三
月
に
収
益
認
識
基
準
を
策
定
・
公
表
し

〔図表７〕�　日本におけるIFRS適用状況
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※　日本では，2010年3月31日以後終了する連結会計年度より，国際会計基準（IFRS）の任意適用を開始。
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2014年6月24日
「『日本再興戦略』改訂2014」

2015年6月30日
「『日本再興戦略』改訂2015」

2016年6月2日
「日本再興戦略2016」

2017年6月9日
「未来投資戦略2017」

※上場企業（IFRS任
意適用・適用予定企
業）の時価総額（2018
年11月末時点）は、約
212.8兆円であり、
日本の全上場企業の
時価総額に占める割
合は、32.54%。
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た
。
ま
た
、
昨
年
三
月
に
公
正
価
値
測
定
に
関
す
る
会

計
基
準
の
開
発
に
着
手
し
、
基
準
策
定
に
向
け
て
検
討

が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
、
金
融
商
品
会
計
基

準
の
見
直
し
に
つ
い
て
も
、
昨
年
八
月
か
ら
一
一
月
に

か
け
て
実
施
し
た
意
見
募
集
の
結
果
を
踏
ま
え
検
討
が

進
め
ら
れ
て
い
る
。
引
き
続
き
、
日
本
基
準
の
高
品
質

化
に
向
け
た
取
組
み
が
し
っ
か
り
と
行
わ
れ
て
い
く
こ

と
が
期
待
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
取
組
み
を
適
切
に

サ
ポ
ー
ト
し
て
ま
い
り
た
い
。

⑷　

国
際
会
計
人
材
の
育
成

　

国
際
的
な
会
計
人
材
の
育
成
に
つ
い
て
は
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ

Ｓ
に
関
し
て
国
際
的
な
場
で
意
見
発
信
で
き
る
人
材
の

育
成
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
等
に
関
す
る
知
識
・
経
験
が
豊
富
で

会
計
実
務
を
支
え
る
人
材
の
裾
野
拡
大
を
目
的
と
し

て
、
二
〇
一
七
年
四
月
に
、
財
務
会
計
基
準
機
構
（
Ｆ

Ａ
Ｓ
Ｆ
）
に
お
い
て
、「
国
際
会
計
人
材
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
」
が
構
築
さ
れ
、
企
業
、
公
認
会
計
士
、
証
券
ア
ナ

リ
ス
ト
等
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
で
国
際
的
な
会
計
実
務
に

精
通
し
た
人
材
を
登
録
・
公
表
し
た
。
同
年
七
月
よ

り
、
同
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
登
録
者
を
対
象
に
、
国
際
的
に

活
躍
す
る
人
材
の
経
験
・
知
識
を
共
有
す
る
た
め
の
シ

ン
ポ
ジ
ウ
ム
や
、
登
録
者
同
士
の
横
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

作
り
に
役
立
て
る
た
め
の
定
例
会
を
定
期
的
に
開
催
し

て
お
り
、
金
融
庁
と
し
て
も
、
引
き
続
き
国
際
的
な
会

計
人
材
の
育
成
に
向
け
て
取
組
み
を
推
進
し
て
ま
い
り

た
い
。

四　

お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
、
企
業
開
示
行
政
の
直
面
す
る
、
コ
ー
ポ

レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
開
示
・
会
計
監
査
・
会
計
基
準

を
め
ぐ
る
主
要
な
課
題
に
つ
い
て
、
昨
年
に
お
け
る
取

組
み
や
今
後
の
方
向
性
な
ど
に
つ
い
て
紹
介
さ
せ
て
い

た
だ
い
た
。

　

企
業
や
投
資
家
を
取
り
巻
く
環
境
が
大
き
く
変
化
す

る
中
、
資
本
市
場
の
機
能
の
発
揮
を
通
じ
、
わ
が
国
全

体
の
最
適
な
資
金
フ
ロ
ー
を
実
現
し
、
企
業
価
値
の
向

上
と
収
益
の
果
実
を
家
計
に
も
た
ら
し
て
い
く
と
い
う

好
循
環
を
実
現
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
う

し
た
状
況
の
下
、
企
業
が
投
資
家
と
の
建
設
的
な
対
話

を
通
じ
て
、
自
ら
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
質
を
向
上
さ
せ
、

中
長
期
的
な
企
業
価
値
の
向
上
を
実
現
し
て
い
く
こ
と

が
重
要
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
本
年
に
お
い
て
も
、
さ

ら
な
る
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
を
推
進
し
て

い
く
と
と
も
に
、
そ
の
前
提
と
な
る
企
業
情
報
の
開
示

の
充
実
、
会
計
監
査
の
信
頼
性
向
上
、
会
計
基
準
の
高

品
質
化
等
に
向
け
た
取
組
み
を
一
体
と
し
て
進
め
て
ま

い
り
た
い
。

（
井い

の

上う
え

俊と
し

剛た
け
）

金
融
庁
企
画
市
場
局
企
業
開
示
課
長


